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療
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す
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す
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政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
べ
き
で
あ
る
。 

一
、
医
師
手
当
事
業
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
費
用
に
保
険
料
が
充
当
さ
れ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
拠
出
者
で
あ
る
保
険
者

の
本
来
の
機
能
を
棄
損
す
る
こ
と
な
く
、
ま
た
、
被
保
険
者
の
負
担
や
制
度
の
公
平
性
に
十
分
留
意
し
、
重
点
的
に
医
師
の

確
保
を
図
る
必
要
が
あ
る
区
域
に
派
遣
さ
れ
た
医
師
及
び
従
事
す
る
医
師
に
対
し
て
実
際
に
支
払
わ
れ
た
手
当
増
額
に
使
途

を
限
定
し
た
上
で
、
目
安
を
示
す
ほ
か
、
拠
出
者
で
あ
る
保
険
者
協
議
会
を
含
む
保
険
者
が
そ
の
実
施
状
況
等
に
つ
い
て
確

認
や
検
証
を
行
い
、
意
見
を
述
べ
る
な
ど
関
与
で
き
る
体
制
を
確
保
す
る
こ
と
。
加
え
て
、
社
会
保
障
改
革
を
進
め
て
い
く

中
で
現
役
世
代
の
保
険
料
負
担
を
抑
え
る
と
の
方
針
の
下
、
当
該
事
業
に
よ
り
保
険
料
が
上
昇
し
な
い
よ
う
保
険
給
付
と
一

体
的
に
対
応
を
図
る
こ
と
。 

ま
た
、
安
易
に
保
険
料
財
源
を
充
て
る
前
例
と
せ
ず
、
引
き
続
き
医
師
偏
在
対
策
に
向
け
て
、
憲
法
上
の
職
業
選
択
の
自

由
や
営
業
の
自
由
と
保
険
医
療
機
関
の
指
定
等
と
の
関
係
を
整
理
し
、
更
な
る
規
制
的
な
手
法
を
検
討
す
る
と
と
も
に
、
対
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策
の
効
果
検
証
を
定
期
的
に
行
い
、
必
要
な
見
直
し
を
行
う
こ
と
。 

二
、
病
床
数
の
削
減
の
規
定
の
運
用
に
当
た
っ
て
は
、
医
療
費
削
減
あ
り
き
、
数
字
あ
り
き
で
は
な
く
、
各
地
域
の
医
療
の
質

の
確
保
を
前
提
と
し
、
人
口
減
少
に
応
じ
た
合
理
的
な
病
床
数
削
減
と
い
う
考
え
方
の
下
、
そ
の
地
域
の
実
情
や
地
域
の
医

療
提
供
体
制
を
確
保
す
る
観
点
を
踏
ま
え
、
取
り
組
む
こ
と
。 

三
、
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設
の
設
置
に
当
た
っ
て
は
、
過
疎
地
を
含
め
全
国
に
あ
ま
ね
く
所
在
し
て
い
る
利
便
性
を
活
か

し
、
郵
便
局
を
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
、
オ
ン
ラ
イ
ン
服
薬
指
導
、
薬
剤
の
配
送
等
の
拠
点
と
し
て
積
極
的
に
活
用
す
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
、
環
境
整
備
を
図
る
こ
と
。 

四
、
医
療
機
関
の
業
務
に
お
け
る
情
報
の
電
子
化
の
実
現
に
当
た
っ
て
は
、
官
民
デ
ー
タ
活
用
推
進
基
本
法
第
二
条
第
四
項
に

規
定
す
る
ク
ラ
ウ
ド
・
コ
ン
ピ
ュ
ー
テ
ィ
ン
グ
・
サ
ー
ビ
ス
関
連
技
術
そ
の
他
の
先
端
的
な
技
術
を
活
用
す
る
こ
と
。 

五
、
電
子
カ
ル
テ
情
報
共
有
サ
ー
ビ
ス
の
運
用
に
伴
う
費
用
の
負
担
に
つ
い
て
、
サ
ー
ビ
ス
の
普
及
状
況
及
び
効
果
等
を
定
期

的
に
検
証
し
た
上
で
、
最
低
で
も
五
割
程
度
の
普
及
率
に
達
す
る
ま
で
の
基
盤
整
備
期
間
中
は
、
国
に
お
い
て
必
要
な
財
政

支
援
を
行
う
こ
と
。 

六
、
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
の
組
織
体
制
の
見
直
し
に
当
た
っ
て
は
、
医
療
Ｄ
Ｘ
に
関
す
る
専
門
人
材
を
十
分
確
保
す



る
こ
と
。
ま
た
、
改
組
後
の
組
織
運
営
に
要
す
る
費
用
負
担
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
審
査
支
払
業
務
と
医
療
Ｄ
Ｘ
関
連
業

務
の
双
方
を
十
全
に
担
っ
て
い
く
こ
と
等
を
踏
ま
え
て
、
検
討
す
る
こ
と
。 

七
、
地
域
医
療
介
護
総
合
確
保
基
金
の
運
用
状
況
を
踏
ま
え
、
新
た
に
市
町
村
が
都
道
府
県
と
連
携
し
て
「
医
療
機
関
の
施
設

又
は
設
備
の
整
備
に
関
す
る
事
業
」
及
び
「
医
療
従
事
者
の
確
保
に
関
す
る
事
業
」
を
行
う
モ
デ
ル
事
業
を
実
施
し
、
そ
の

実
施
状
況
を
踏
ま
え
、
地
域
医
療
介
護
総
合
確
保
基
金
の
運
用
の
在
り
方
を
含
め
、
事
業
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
行
う

こ
と
。 

八
、
介
護
・
障
害
福
祉
従
事
者
の
適
切
な
処
遇
の
確
保
に
つ
い
て
の
検
討
は
、
介
護
・
障
害
福
祉
に
関
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
担
う

優
れ
た
人
材
の
確
保
が
要
介
護
者
等
及
び
障
害
者
・
障
害
児
に
対
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
水
準
の
向
上
に
資
す
る
こ
と
に
も
鑑
み
、

介
護
・
障
害
福
祉
に
関
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
ご
と
の
介
護
・
障
害
福
祉
従
事
者
の
処
遇
の
状
況
等
を
踏
ま
え
て
行
う
こ
と
。

そ
の
上
で
、
介
護
・
障
害
福
祉
従
事
者
の
処
遇
改
善
に
つ
い
て
は
、
全
産
業
と
の
間
で
差
が
あ
る
こ
と
も
踏
ま
え
、
他
職
種

と
遜
色
の
な
い
処
遇
改
善
に
向
け
て
、
賃
上
げ
に
結
び
付
く
措
置
を
早
急
に
講
ず
る
こ
と
。 

九
、
地
域
医
療
構
想
の
推
進
に
も
資
す
る
よ
う
、
外
来
医
師
過
多
区
域
に
お
け
る
新
規
開
設
者
の
み
な
ら
ず
既
存
の
無
床
診
療

所
に
つ
い
て
も
、
現
に
診
療
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
地
域
の
医
療
提
供
体
制
の
確
保
に
留
意
し
つ
つ
、
改
正
後
の
医
療



法
第
三
十
条
の
十
八
の
六
に
規
定
す
る
届
出
事
項
に
準
ず
る
事
項
に
関
す
る
実
態
を
把
握
す
る
た
め
の
必
要
な
環
境
整
備
の

検
討
を
行
う
こ
と
。 

十
、
総
合
診
療
専
門
医
の
育
成
と
活
用
に
向
け
た
取
組
を
更
に
推
進
す
る
こ
と
。
ま
た
、
薬
剤
師
や
看
護
師
等
医
師
以
外
の
医

療
従
事
者
の
職
能
の
向
上
と
活
用
に
向
け
、
適
切
な
処
遇
改
善
を
含
む
取
組
を
進
め
る
こ
と
。 

十
一
、
良
質
か
つ
適
切
な
医
療
を
効
率
的
に
提
供
す
る
体
制
を
構
築
す
る
た
め
、
か
か
り
つ
け
医
機
能
に
関
す
る
診
療
報
酬
制

度
に
つ
い
て
、
疾
病
に
応
じ
た
包
括
支
払
制
度
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
こ
と
。 

十
二
、
医
療
計
画
の
ロ
ジ
ッ
ク
モ
デ
ル
活
用
が
出
来
て
い
な
い
、
あ
る
い
は
、
十
分
な
取
組
が
出
来
て
い
な
い
都
道
府
県
に
お

け
る
第
八
次
医
療
計
画
で
の
導
入
や
改
善
を
行
う
と
と
も
に
、
が
ん
対
策
基
本
法
の
取
組
の
よ
う
に
、
五
疾
病
六
事
業
並
び

に
在
宅
医
療
に
係
る
厚
生
労
働
大
臣
の
基
本
方
針
等
に
お
け
る
活
用
等
並
び
に
都
道
府
県
へ
の
ロ
ジ
ッ
ク
モ
デ
ル
例
の
提
示

等
の
支
援
に
取
り
組
む
こ
と
。
さ
ら
に
、
ロ
ジ
ッ
ク
モ
デ
ル
の
ア
ウ
ト
カ
ム
に
つ
い
て
患
者
及
び
住
民
の
健
康
状
態
等
の
改

善
を
中
核
と
す
る
こ
と
の
徹
底
、
指
標
や
医
療
圏
等
の
単
位
ご
と
の
デ
ー
タ
、
評
価
に
関
す
る
資
料
の
提
供
や
、
都
道
府
県

職
員
等
及
び
関
係
機
関
の
職
員
を
対
象
と
し
た
評
価
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
基
づ
く
研
修
の
実
施
に
取
り
組
む
こ
と
。
そ
し
て
、

ロ
ジ
ッ
ク
モ
デ
ル
に
関
す
る
必
要
か
つ
多
様
な
指
標
の
整
備
を
進
め
、
そ
れ
ら
を
用
い
た
分
析
の
た
め
の
基
盤
整
備
、
医
療



圏
単
位
等
の
把
握
・
分
析
に
資
す
る
必
要
な
取
組
を
行
う
こ
と
。
ま
た
、
医
療
計
画
等
の
策
定
等
に
当
た
っ
て
は
、
実
効
的

な
医
療
計
画
の
作
成
等
を
実
現
す
る
た
め
に
必
要
な
都
道
府
県
職
員
の
育
成
・
確
保
の
支
援
措
置
を
検
討
し
実
施
す
る
と
と

も
に
、
患
者
・
住
民
が
主
体
的
に
参
画
・
関
与
で
き
る
環
境
整
備
を
進
め
、
患
者
が
質
の
高
い
医
療
を
受
け
ら
れ
て
い
る
か

の
把
握
や
、
理
解
し
や
す
い
ロ
ジ
ッ
ク
モ
デ
ル
等
の
公
表
に
関
す
る
取
組
の
実
施
を
図
る
こ
と
。
ロ
ジ
ッ
ク
モ
デ
ル
の
活
用

に
つ
い
て
、
障
害
者
・
障
害
児
医
療
、
難
病
医
療
等
の
ほ
か
、
歯
科
口
腔
保
健
、
健
康
増
進
計
画
、
介
護
保
険
事
業
（
支
援
）

計
画
、
子
ど
も
施
策
等
に
係
る
計
画
体
系
に
つ
い
て
も
同
様
の
取
組
を
進
め
る
こ
と
。 

十
三
、
地
域
医
療
介
護
総
合
確
保
基
金
に
つ
い
て
、
ロ
ジ
ッ
ク
モ
デ
ル
を
活
用
し
た
総
合
的
な
評
価
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
事

業
の
見
直
し
及
び
次
期
計
画
に
反
映
す
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。 

十
四
、
保
険
者
が
十
分
に
そ
の
機
能
を
発
揮
で
き
る
よ
う
、
政
府
に
お
い
て
、
保
険
者
向
け
に
ロ
ジ
ッ
ク
モ
デ
ル
に
基
づ
く
医

療
提
供
体
制
の
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
の
実
施
等
に
関
す
る
研
修
の
機
会
を
設
け
る
等
の
必
要
な
支
援
を
行
う
こ
と
。 

十
五
、
国
民
の
生
命
・
健
康
を
守
る
た
め
に
、
更
に
は
、
国
民
の
保
険
料
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
に
も
、
疾
病
の
発
症
・
重
症

化
・
死
亡
を
防
ぐ
た
め
の
予
防
施
策
に
係
る
医
療
資
源
の
戦
略
的
投
資
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
生
活
習
慣
病
や
が
ん
等
を
中

心
に
、
リ
ス
ク
に
応
じ
た
検
診
の
拡
充
を
進
め
る
と
と
も
に
、
受
診
率
の
向
上
や
精
密
等
検
査
並
び
に
、
早
期
発
見
・
早
期



治
療
を
含
む
適
時
・
適
切
な
治
療
の
実
施
を
推
進
す
る
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
予
防
・
重
症
化
予
防
策
の
推
進
に
よ
る
医
療

費
・
介
護
費
の
財
政
効
果
を
含
め
中
長
期
的
な
効
果
に
つ
い
て
科
学
的
検
証
等
を
行
い
、
必
要
な
政
策
の
実
施
を
講
ず
る
こ

と
。 

十
六
、
八
十
五
歳
以
上
の
高
齢
者
の
医
療
需
要
の
増
加
に
万
全
の
対
応
を
行
う
こ
と
。
中
で
も
、
低
栄
養
や
筋
量
の
低
下
を
背

景
と
し
て
、
入
院
す
る
原
疾
患
が
肺
炎
や
骨
折
な
ど
に
変
化
し
て
い
く
こ
と
や
、
高
齢
者
に
と
っ
て
は
入
院
が
リ
ス
ク
に
な

る
こ
と
も
踏
ま
え
、
入
院
し
な
い
で
済
む
よ
う
在
宅
医
療
を
強
化
す
る
こ
と
。
ま
た
、
肺
炎
に
つ
い
て
は
、
八
十
歳
以
上
の

高
齢
者
に
リ
ス
ク
が
集
中
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
普
及
啓
発
だ
け
で
な
く
、
ワ
ク
チ
ン
や
治
療
薬
の
ア
ク
セ
ス
を
よ
く
す
る

こ
と
。
高
齢
者
に
対
す
る
食
事
に
つ
い
て
は
、
ペ
ー
ス
ト
食
や
低
栄
養
・
サ
ル
コ
ペ
ニ
ア
に
対
す
る
治
療
に
資
す
る
食
事
が

普
及
す
る
よ
う
、
診
療
報
酬
上
加
算
の
評
価
を
含
め
検
討
す
る
こ
と
。 

十
七
、
患
者
の
受
療
機
会
の
確
保
と
精
神
療
法
の
充
実
の
観
点
か
ら
、
患
者
の
安
全
性
を
踏
ま
え
、
厚
生
労
働
科
学
研
究
等
に

よ
り
蓄
積
さ
れ
た
実
施
例
、
並
び
に
こ
れ
ま
で
の
検
討
過
程
に
お
け
る
様
々
な
議
論
を
踏
ま
え
つ
つ
オ
ン
ラ
イ
ン
精
神
療
法

の
初
診
の
在
り
方
を
検
討
す
る
こ
と
。 

右
決
議
す
る
。 




